
［ 参 考 資 料 ］

（単位：千円、％）

予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 増減率

市 個 人 465,253 32.3 475,125 32.3 △ 9,872 △ 2.1

民 法 人 87,381 6.1 89,887 6.1 △ 2,506 △ 2.8

税 計 552,634 38.4 565,012 38.4 △ 12,378 △ 2.2

固 定 資 産 税 694,056 48.2 705,305 47.7 △ 11,249 △ 1.6

市 町 村 交 付 金
及 び 納 付 金

1,947 0.1 1,954 0.1 △ 7 △ 0.4

計 696,003 48.3 707,259 47.8 △ 11,256 △ 1.6

47,425 3.3 45,697 3.1 1,728 3.8

87,068 6.0 96,119 6.5 △ 9,051 △ 9.4

8,623 0.6 9,138 0.6 △ 515 △ 5.6

49,691 3.4 53,968 3.6 △ 4,277 △ 7.9

合　　　　計 1,441,444 100.0 1,477,193 100.0 △ 35,749 △ 2.4

〔　参　考　〕

　＊市　民　税　　個人 　　均等割：3,500円、所得割：6％

　　　　　　　　　法人 　　均等割：9段階、法人税割：8.4％

　＊固　定　資　産　税 　　土地、家屋、償却資産の所有者（課税標準額の1.6％）

　＊軽　自　動　車　税 （種　別　割）

（環境性能割）　　三輪以上の軽自動車取得時に課税（取得価格の1～3％）

　　二輪の小型自動車等の所有者

　＊た　 ば　 こ　 税

　＊入　　　湯　　　税 　　入湯客1人1日につき150円

　＊都　市　計　画　税 　　土地、家屋の所有者（課税標準額の0.3％）

市　税　の　内　訳

区　　　　分

固
定
資
産
税

令和元年度 比　較令和2年度

　　　　旧三級品　    5,692円/1,000本

都 市 計 画 税

軽 自 動 車 税

市 た ば こ 税

入 湯 税

　　原動機付自転車、三輪以上の軽自動車、小型特殊自動車、
　二輪の小型自動車等の所有者

　　　　旧三級品以外　5,692円/1,000本
　 （10月1日から　6,122円/1,000本）
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